









電子取引データの処理に関する規程














株式会社●●●●

平成●年●月●日　制　定



	最終改定日
	平成●年●月●日

	主管部署
	●●部


第1章 総則

（目的）
	第1条
	本規程は、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第2条第6項第1号ロ」に記されている「各事務の処理に関する規程」として、電子取引データの取扱いに関し、責任者、業務サイクル等を定め、これに基づき適切に保存することを目的とする。



（適用範囲）
	第2条
	この規程は、株式会社〇〇の全ての役員及び従業員（契約社員、パートタイマー及び派遣社員を含む。以下同じ。）に対して適用する。



（管理責任者）
	第3条
	この規程の管理責任者は、〇〇部〇〇部長とする。



第2章 電子取引データの取扱い

（電子取引データの管理種別）
	第4条
	電子取引を保存する製品・サービス、取り扱う電子取引データ、入力者等は以下とする。
	製品・サービス名
（マニュアル）
	メーカー名
	1.電子取引の範囲
2.取引データの情報
	1.入力者
2.入力時期
	電子取引の範囲

	Fairgrit®
(https://kb.fairgrit.com/kb)
	株式会社エージェントグロー
	1.国税庁公布の電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】問4に記されている(1)(2)(6)
2.見積情報、注文情報、
請求情報
	1.経理担当者が入力する

2.取引データの受領等から〇〇日以内
	







【国税庁HP】電子帳簿保存法Q&A（一問一答）～令和４年１月１日以後に保存等を開始する方～
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/4-3.htm

（電子取引データの保存期間）
	第5条
	第4条に定める電子取引データについては、各製品・サービスに入力後、7年間保存する。なお、保存開始後にデータ移行を行う場合は、移行後においても引き続き保存要件を満たせるよう配慮するものとする。



（改廃手続き）
	第6条
	本規程の改廃は、〇〇部〇〇部長の決裁による。



付　則
	本規程は、令和〇年〇月〇日から施行する。



